
別表第１（第４条関係）

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

1

2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

11

12

13

14

15

16

17

補助対象（外）工事一覧表

区分 工　　　事　　　内　　　容 備　　　考

補
助
対
象
工
事

外
装
工
事

屋根の葺き替え、防水、塗装等の屋根工事

基礎・土台の補強・修繕、取替え

外壁の張替え、塗装等の外装工事

雨樋の取替え、改修等の樋工事

サッシ及びガラスの取り付け、取り替え等の建具工事

断熱工事

防音工事

畳の入替え、表替え等の畳工事

その他特に市長が認める工事

段差の解消、手すりの設置等のバリアフリー化のための工事

設
備
工
事

ユニットバス化、浴槽の取替え等の浴室工事

屋外部分の配管及び配線のみの
工事は対象外

システムキッチンの取り替え等の厨房工事

洗面台、便器の取り替え等の衛生設備工事

給水管、排水管及びガス管の取り替え等の配管工事

配線、コンセント設置等の電気設備工事

内
装
工
事

床材、壁材、天井材の張り替え等の内装工事又はタイル工事

ドアの取替え、襖の張り替え等の建具工事

共
通

補助金対象工事に関連して行う解体工事

外装及び内装工事に伴うシロアリ駆除 予防及び単独工事は対象外

補
助
対
象
外
工
事

（補助対象工事に関連しない）解体工事  

新築工事

造園、塀、門扉等の外構工事

⑨既存住宅における断熱リフォーム支援事業

⑩住宅エコリフォーム推進事業

⑪住宅・建築物省エネ改修推進事業

⑫高効率給湯器導入促進による家庭部門の省エネルギー推進事業費補
助金

⑬住宅の断熱性能向上のための先進的設備導入促進事業

（全て国補助事業）
ただし、請負工事契約が別かつ
工期が別である場合は併用化。

左記以外の自治体の補助制度に
ついては、本補助金の補助の対
象となる経費と自治体の補助制
度の対象となる経費を明確に区
別して処理できる場合は併用
化。

10

土地の購入及び造成工事

備品の購入（家具、エアコン、洗濯機、給湯器などの電気製品等）

カーテンの取付・取替

インターネット配線設備工事

防犯ライト、防犯カメラの設置工事

併用住宅のうち、店舗、事務所部分の改修、増築工事

①こどもみらい住宅支援事業

②地域型住宅グリーン事業

③ネット・ゼロ・エネルギーハウス実証事業

④戸建住宅ネット・ゼロ・エネルギーハウス(ZEH)化等支援事業及び
集合住宅の省CO2化促進事業

⑤こどもエコすまい支援事業

⑥長期優良住宅化リフォーム推進事業

⑦住宅・建築物安全ストック形成事業

⑧次世代省エネ建材支援事業

屋外のみの引込み配管及び配線工事

防虫及び害虫の駆除等に係る経費

排水管清掃工事、ハウスクリーニング

その他補助対象工事として認められないものに係る経費

ウッドデッキ、犬走り等の設置

住宅と別棟の倉庫、車庫の工事

台風、地震等の災害による家屋等の復旧に係る経費


